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(57)【要約】
【課題】陳列室内から一度に多くの商品の納出作業を行
うことを可能とし、利便性の向上を図る。
【解決手段】本発明は、本体１１内に構成された陳列室
３の上面に上面開口３６を形成し、この上面開口３６を
塞ぐかたちで本体１１に載置された二つ折り式の上面扉
３５を備え、該上面扉３５は、蝶番３７にて連結された
二枚の扉板３８と、両扉板３８が上面開口３６を閉じた
状態で隣接する両扉板３８の側部にそれぞれ設けられ、
隣接する他方の扉板３８側に延在して相互に接触するヒ
レ状の下パッキン４８と、両扉板３８の側部にそれぞれ
設けられ、下パッキン４８の上方に位置して隣接する他
方の扉板３８側に延在し、相互に接触するヒレ状の上パ
ッキン４９とを備えた。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体内に構成された陳列室内にて商品を陳列するショーケースにおいて、
　前記陳列室の上面に形成された上面開口と、
　該上面開口を塞ぐかたちで前記本体に載置された二つ折り式の上面扉とを備え、
　該上面扉は、蝶番にて連結された二枚の扉板と、両扉板が前記上面開口を閉じた状態で
隣接する両扉板の側部にそれぞれ設けられ、隣接する他方の扉板側に延在して相互に接触
するヒレ状の下パッキンと、前記両扉板の側部にそれぞれ設けられ、前記下パッキンの上
方に位置して隣接する他方の上面扉側に延在し、相互に接触するヒレ状の上パッキンとを
備えたことを特徴とするショーケース。
【請求項２】
　陳列室は少なくとも一側が開口しており、該開口は側面扉により開閉自在に閉塞される
ことを特徴とする請求項１に記載のショーケース。
【請求項３】
　前記陳列室は前後が開口しており、前記側面扉は当該前面開口及び後面開口を閉塞する
ようそれぞれ設けられると共に、
　前記上面扉は、前記蝶番の軸が前後方向に指向するよう載置されることを特徴とする請
求項２に記載のショーケース。
【請求項４】
　前記陳列室内に架設された棚を備え、
　前記陳列室の底面は前方に低く傾斜しており、前記棚は略水平に架設されていることを
特徴とする請求項３に記載のショーケース。
【請求項５】
　前記下パッキンの端部は前記陳列室の上面開口縁に当接し、当該下パッキン上の結露水
は前記上面開口縁の前記本体に流下することを特徴とする請求項１乃至請求項４のうちの
何れかに記載のショーケース。
【請求項６】
　前記各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形成され、両扉板が重合した場合に対向する扉
側凹部と、前記各扉板の扉側凹部に対応する位置の前記上面開口縁にそれぞれ形成された
本体側凹部とを備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項５のうちの何れかに記載のシ
ョーケース。
【請求項７】
　前記各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形成された突起を備え、前記両扉板が重合した
場合に上側となる前記扉板の突起は下側となる前記扉板の突起に当接し、その状態で両扉
板は略平行となることを特徴とする請求項１乃至請求項６のうちの何れかに記載のショー
ケース。
【請求項８】
　前記陳列室の底面一側に形成された冷気吹出口、及び、他側に形成された冷気吸込口を
備え、
　前記上面開口は、前記冷気吹出口及び冷気吸込口の上方に対応する部分より内側に位置
して前記陳列室の上面に形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項７のうちの
何れかに記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本体内に構成された陳列室内にて商品を陳列するショーケースであって、特
に、上面開口を二つ折り式の上面扉にて閉塞されるショーケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、スーパーマーケットやコンビニエンスストアその他の店舗等では、陳列室内
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に飲料や食品等の商品を陳列し、陳列室室内に冷気を循環させて低温とすることにより、
商品を冷却しながら陳列する低温ショーケースなどが採用されている。特に、レジなどの
カウンターには、陳列室の前面と左右面を含む三面、或いは、周囲四面を透明ガラス等の
透明壁にて構成し、外部から商品が視認できるようにして販売効果を向上させている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この際、陳列室の前面及び後面にそれぞれ透明扉を設け、例えば、カウンターを挟んで
、ショーケースの前面から顧客が前面扉を開閉し、ショーケースの後面から店員が後面扉
を開閉して商品の納出作業を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２５８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前後の扉を開放して行う商品の取り出し作業では、商品がペットボトル
等の容器入りの飲料である場合、各商品の側面を把持して取り出しを行うため、一度に多
数の取り出すことができないという問題がある。特に、高さ寸法の小さい商品を多数取り
出す際であっても、何度も陳列室内から取り出し作業を行わなければならず、作業効率が
悪いという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、従来の技術的課題を解決するために成されたものであり、陳列室内
から一度に多くの商品の納出作業を行うことを可能とし、利便性の向上を図ることができ
るショーケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のショーケースは、本体内に構成された陳列室内に
て商品を陳列するものであって、陳列室の上面に形成された上面開口と、該上面開口を塞
ぐかたちで本体に載置された二つ折り式の上面扉とを備え、該上面扉は、蝶番にて連結さ
れた二枚の扉板と、両扉板が上面開口を閉じた状態で隣接する両扉板の側部にそれぞれ設
けられ、隣接する他方の扉板側に延在して相互に接触するヒレ状の下パッキンと、両扉板
の側部にそれぞれ設けられ、下パッキンの上方に位置して隣接する他方の扉板側に延在し
、相互に接触するヒレ状の上パッキンとを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明は、上記発明において、陳列室は少なくとも一側が開口しており、該開
口は側面扉により開閉自在に閉塞されることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、上記発明において、陳列室は前後が開口しており、側面扉は当該前
面開口及び後面開口を閉塞するようそれぞれ設けられると共に、上面扉は、蝶番の軸が前
後方向に指向するよう載置されることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４の発明は、上記発明において、陳列室内に架設された棚を備え、陳列室の底面
は前方に低く傾斜しており、棚は略水平に架設されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５の発明は、上記各発明において、下パッキンの端部は陳列室の上面開口縁に当
接し、当該下パッキン上の結露水は上面開口縁の本体に流下することを特徴とする。
【００１２】
　請求項６の発明は、上記各発明において、各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形成され
、両扉板が重合した場合に対向する扉側凹部と、各扉板の扉側凹部に対応する位置の上面
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開口縁にそれぞれ形成された本体側凹部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項７の発明は、上記各発明において、各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形成され
た突起を備え、両扉板が重合した場合に上側となる扉板の突起は下側となる扉板の突起に
当接し、その状態で両扉板は略平行となることを特徴とする。
【００１４】
　請求項８の発明は、上記各発明において、陳列室の底面一側に形成された冷気吹出口、
及び、他側に形成された冷気吸込口を備え、上面開口は、冷気吹出口及び冷気吸込口の上
方に対応する部分より内側に位置して陳列室の上面に形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、本体内に構成された陳列室内にて商品を陳列するショーケースにおい
て、陳列室の上面に形成された上面開口と、該上面開口を塞ぐかたちで本体に載置された
二つ折り式の上面扉とを備え、該上面扉は、蝶番にて連結された二枚の扉板と、両扉板が
上面開口を閉じた状態で隣接する両扉板の側部にそれぞれ設けられ、隣接する他方の扉板
側に延在して相互に接触するヒレ状の下パッキンと、両扉板の側部にそれぞれ設けられ、
下パッキンの上方に位置して隣接する他方の扉板側に延在し、相互に接触するヒレ状の上
パッキンとを備えたことにより、従来、蝶番によって両扉板間に形成された隙間を閉塞す
るために設けられた断面略Ｃ形状のパッキンの場合と比べて、相互に接触する各パッキン
の面圧を小さくすることができ、扉を閉じる操作の際に、支障なく両扉板を並んだ状態、
即ち、完全な閉鎖状態とすることができる。
【００１６】
　また、上パッキンと下パッキンによる二重のパッキンによって、従来の断面Ｃ形状のパ
ッキンと同等の空気層を形成することができ、断熱効果を維持することができる。
【００１７】
　請求項２の発明によれば、上記発明に加えて、陳列室は少なくとも一側が開口しており
、該開口は側面扉により開閉自在に閉塞されることにより、上面扉の開放以外にも、側面
扉を開放することにより、陳列室内に陳列された商品の納出作業を行うことができるよう
になる。これにより、使用形態に応じて商品を取り出すことができ、利便性の向上を図る
ことができる。
【００１８】
　請求項３の発明によれば、上記発明に加えて、陳列室は前後が開口しており、側面扉は
当該前面開口及び後面開口を閉塞するようそれぞれ設けられると共に、上面扉は、蝶番の
軸が前後方向に指向するよう載置されることにより、二つ折り式の上面扉を蝶番の軸を中
心として左右に折り畳んで開放することが可能となる。
【００１９】
　そのため、上面開口はそれぞれ一側の扉板を開放することで当該一側の前後全域を開放
することができるため、ショーケースの前扉側からも後扉側からも奥側に位置する商品を
取り出しやすくなる。即ち、取り出そうとする商品が載置されている側の扉板を開放する
ことで、後扉側からは陳列室前部にある商品を、前扉側からは陳列室後部にある商品を支
障なく取り出すことが可能なる。従って、側面扉を開放することでは、手前側に載置され
ている商品によって取り出しが困難となる、若しくは、挿入距離が長くなってしまうこと
で取り出しが困難となる奥側の商品を支障なく、且つ、一度に多数取り出すことが可能と
なる。
【００２０】
　請求項４の発明によれば、上記発明に加えて、陳列室内に架設された棚を備え、陳列室
の底面は前方に低く傾斜しており、棚は略水平に架設されていることにより、陳列室の底
面に陳列された商品を自重により前方に摺動させることができる。これにより、前面開口
から商品を取り出した際、商品を自重によって前出しすることができ、商品陳列の向上を
させることができる。
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【００２１】
　また、棚上に陳列された商品は、上面扉を開放することで上面開口より容易に取り出す
ことができる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、上記各発明に加えて、下パッキンの端部は陳列室の上面開口
縁に当接し、当該下パッキン上の結露水は上面開口縁の本体に流下することにより、上パ
ッキンと下パッキンとの間に結露が生じても、係る結露水は下パッキン上を流れて本体に
流下させ、本体側に設けられた排水経路にて処理することができる。これにより、陳列室
内に結露水が滴下して、商品等を濡らしてしまう不都合を回避することができる。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、上記各発明に加えて、各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形
成され、両扉板が重合した場合に対向する扉側凹部と、各扉板の扉側凹部に対応する位置
の上面開口縁にそれぞれ形成された本体側凹部とを備えたことにより、本体側凹部より扉
板の側部に手指をかけて蝶番の軸を中心として回動させることで上面扉を容易に開放する
ことができる。
【００２４】
　開放された側の扉板は、他方の扉板上方に折り畳まれることとなるが、この際、両扉板
には、開放時に手指がかけられる本体側凹部に対応する位置に扉側凹部が形成されており
、各扉板の扉側凹部は、重合した場合に対向する位置とされているため、かけられた手指
は、扉板の重合時に対向するこれら扉側凹部内に退避させることができる。従って、開放
動作の際に手指が扉板間に挟まれてしまう不都合を解消することができる。
【００２５】
　請求項７の発明によれば、上記各発明に加えて、各扉板の非蝶番側の上面にそれぞれ形
成された突起を備え、両扉板が重合した場合に上側となる扉板の突起は下側となる扉板の
突起に当接し、その状態で両扉板は略平行となることにより、上面扉を開いて二つ折りに
したときに、開放した方の裏面が水平となる。これにより、陳列室内から取り出した商品
等を開放された扉板の裏面上に載置することができる。これにより、商品の納出作業性を
向上させることができる。
【００２６】
　請求項８の発明によれば、上記各発明に加えて、陳列室の底面一側に形成された冷気吹
出口、及び、他側に形成された冷気吸込口を備え、上面開口は、冷気吹出口及び冷気吸込
口の上方に対応する部分より内側に位置して陳列室の上面に形成されているので、上面扉
を開放しても、冷気吹出口及び冷気吸込口の上方に対応する位置には上面が開口していな
いため、直接冷気が吹き出されて外部に漏出してしまう不都合を回避することができる。
これにより、冷却効率の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施例に係るショーケースの斜視図である。
【図２】図１のショーケースの縦断側面図である。
【図３】図１のショーケースの平面図である。
【図４】図１のショーケースの分解斜視図である。
【図５】図１のショーケースの上部扉の開放状態を示す図である。
【図６】課題解決前のショーケースの斜視図である。
【図７】図１のショーケースの上部拡大縦断側面図である。
【図８】図７の部分拡大図である。
【図９】課題解決前の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は本実施例
に係るショーケース１の斜視図、図２は図１のショーケース１の縦断側面図、図３は図１
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のショーケース１の平面図、図４は図１のショーケース１の分解斜視図、図５は図１のシ
ョーケース１の上部扉３５の開放状態を示す図をそれぞれ示している。
【００２９】
　本実施例におけるショーケース１は、陳列室３の周囲四面が透明二重ガラスから構成さ
れた透明壁４・・にて囲繞された所謂卓上型のショーケースであり、レジなどのカウンタ
ーに載置される。ショーケース１は、発泡ポリウレタンからなる容器状の断熱壁６と、こ
の断熱壁６の周囲及び断熱壁６下方に構成される機械室２内を被覆する硬質合成樹脂製の
下部パネル７と、この下部パネル７の四隅に立設された左右側面の前記透明壁４、４等か
ら本体１１が構成されている。左右側面の透明壁４、４内側の断熱壁６上には、これも硬
質合成樹脂からなる底板１２が取り付けられ、これら底板１２と天板（上面）９及び左右
の透明壁４、４間の本体１１内に陳列室３が構成されている。尚、陳列室３の上面を構成
する天板９には、詳細は後述する如き上面扉３５が設けられている。
【００３０】
　陳列室３の一側面をそれぞれ構成する前面と後面は開口しており、前面開口１３は側面
扉としての前面扉１５にて開閉自在に閉塞され、後面開口１４は側面扉としての後面扉１
６にて開閉自在に閉塞される。各扉１５、１６は内部を透視可能とする透明扉にて構成さ
れている。そして、各扉１５、１６は、それぞれその上下を、本体１１を構成する天板９
と底枠１２の一側（この場合、前面から向かって右側。後面から向かって左側。）を中心
として回動自在に枢支されて取り付けられている。
【００３１】
　ここで、本実施例では、陳列室３の底面となる底板１２は、後端から前端に渡って前方
に低く傾斜して構成されており、これに応じて下部パネル７の上縁及び各透明壁４、４下
縁が傾斜して形成されている。そのため、当該透明壁４、４にて形成される前後の開口は
、前面開口１３が、後面開口１４よりも下方に延在して形成され、これにより、前面開口
１３は、後面開口１４よりも大きく開口して形成される。これに対応し、前面開口１３を
閉塞する前面扉１５の下端は、後面開口１４を閉塞する後面扉１６の下端よりも下方に延
在して構成される。
【００３２】
　また、断熱壁６の下側には陳列室３の下方に位置して機械室２が構成されている。この
機械室２内には冷却ユニットＲの冷媒回路を構成する圧縮機１８、凝縮器１９と、これら
を冷却するための凝縮器用送風機２０が設置されている。下部パネル７には、外気を吸い
込むための外気吸込口２１が形成されている。
【００３３】
　一方、断熱壁６内には冷却室２４が構成されており、この冷却室２４内には前記圧縮機
１８等と共に冷却ユニットＲの冷媒回路を構成する図示しない蒸発器と、冷却用送風機２
５が収納されている。この冷却室２４内底部には、図示しない排水経路が形成され、蒸発
器からのドレン水を排水処理する蒸発皿へと連通させている。
【００３４】
　ショーケース１を正面（前面）からみて右側（一側）の底板１２には、陳列室３の底面
に位置して冷気吹出口２７が前後に渡り形成されており、左側（他側）の底面１２には、
陳列室３内の底面に位置して冷気吸込口２８が前後に渡り形成されている。陳列室３の一
側の底面１２には、冷気吹出口２７に対応して透明壁４と陳列室３側とを区画する仕切板
２９が所定の高さ（本実施例では、陳列室３の中程の高さ）にまで立設されている。冷気
吹出口２７は、冷却用送風機２５の吹出側の冷却室２４内に連通しており、冷気吸込口２
８は、前記蒸発器の冷気流入側の冷却室２４内に連通している。
【００３５】
　また、陳列室３の四隅には、上下に渡って間隔を存して複数の係合孔３１が形成された
支柱３０が立設されている。この支柱３０の係合孔２１には、係脱自在に棚（網棚）３２
が略水平に架設されている。
【００３６】
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　次に、上述した如き陳列室３の上面を構成する天板９及び上面扉３５の構成について説
明する。本実施例における天板９には、上面開口３６が形成されている。この上面開口３
６は、陳列室３の一側に形成される上記冷気吹出口２７及び陳列室３の他側に形成される
上記冷気吸込口２８の上方に対応する部分より内側に位置するように天板９に形成されて
いる。
【００３７】
　この上面開口３６の開口縁は、階段状とされた段差部３６Ａとされており、この段差部
３６Ａ上面（本体１１）には、上面開口３６を塞ぐかたちで上面扉３５が備えられている
。この上面扉３５が段差部３６Ａ上に載置された状態で、該上面扉３５の上面は、天板９
の上面と略面一とされる。この上面開口３６縁の段差部３６Ａには、上記本体１１内に設
けられた上記排水経路と連通する図示しない排水孔が形成されている。
【００３８】
　上面扉３５は、蝶番３７、３７にて連結された二枚の扉板３８、３８から成る二つ折り
式の扉にて構成される。即ち、蝶番３７、３７の軸３７Ａを中心として各扉板３８、３８
は、上方に回動自在とされて、開放された側の扉板３８が、閉塞側の扉板３８上に重ね合
わされることで、片側ずつ扉板３８が開放可能とされる。
【００３９】
　扉板３８は、内部を透視可能とする透明板４１と当該透明板４１を囲繞する扉板枠４２
とから構成されている。この際、両扉板３８、３８間は、連結する蝶番３７の軸３７Ａが
設けられる部分以外では、開閉作業を容易に行うため、隙間Ｓが形成される。
【００４０】
　本実施例のように、陳列室３内を所定温度に冷却して使用される低温ショーケースでは
、係る隙間Ｓから冷気漏洩を生じてしまう。そこで、図９に示すように、可撓性材料にて
形成された断面Ｃ形状のパッキン１００を両扉板３８間に延在させて設けることが考えら
れる。これにより、係るパッキン１００は、扉３５により上面開口３６を閉じた状態で各
扉板３８が隣接する側部４７、４７と当接し、両扉板３８、３８間の隙間Ｓが塞がれ、外
部と陳列室３内の空間とが隔絶されることとなる。
【００４１】
　しかしながら、係るパッキン１００の場合、扉板３８を閉じる際に、パッキン１００と
両扉板３８、３８の側部４７、４７との間に加わる面圧が大きく、両扉板３８を並んだ状
態とするためには、大きな力を加える必要がある。そのため、開閉作業が煩雑となり、閉
まりにくいために、陳列室３内の冷気漏洩を招来してしまう。
【００４２】
　これに対し、本実施例では、両扉板３８の扉板枠４２は、扉３５により上面開口３６を
閉じた状態で隣接する側部４７下端に、隣接する他方の扉板３８側に延在して相互に接触
するヒレ状の下パッキン４８が設けられている。この下パッキン４８の下端部は、上面扉
３５が上面開口縁に取り付けられた状態で、陳列室３の上面開口３６縁、本実施例では段
差部３６Ａ上面に当接する。
【００４３】
　更に、下パッキン４８の上方に位置する各扉板３８の側部４７には、これらが隣接する
他方の扉板３８側に延在し、これらが相互に接触するヒレ状の上パッキン４９が設けられ
ている。
【００４４】
　係る構成とすることにより、図９に示すような断面略Ｃ形状のパッキン１００を隙間Ｓ
を塞ぐ手段として用いる場合と比べて、相互に接触する各パッキン４８、４８及び４９、
４９の面圧を小さくすることができ、上面扉３５を閉じる操作の際に、支障なく両扉板３
８、３８を並んだ状態、即ち、完全な閉鎖状態とすることができる。
【００４５】
　また、上パッキン４９と下パッキン４８による二重のパッキンによって、従来の断面Ｃ
形状のパッキン１００と同等の空気層を隙間Ｓ内にて形成することができ、断熱効果を維
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持することができる。従って、隙間Ｓから陳列室３内の冷気が外部に漏洩してしまう不都
合を著しく抑制することができる。
【００４６】
　そして、上述した如き構成の上面扉３５は、両扉板３８、３８を連結する蝶番３７、３
７の軸３７Ａがショーケース１の前後方向に指向するように、上面扉３５が天板９の上面
開口３６縁の段差部３６Ａ上に載置されている。
【００４７】
　また、この上面扉３５の各扉板３８、本実施例では扉板枠４２の非蝶番側の上面には、
端部から所定寸法切り欠かれた扉側凹部４３がそれぞれ形成されている。各扉板３８に形
成される扉側凹部４３は、両扉板３８、３８が重合した場合（図５の状態）に対向する位
置に形成されている。
【００４８】
　そして、各扉板３８の扉側凹部４３に対応する位置の上面開口３６縁には、天板９の上
面から段差部３６Ａの上面に渡って所定寸法切り欠かれた本体側凹部４４、４４がそれぞ
れ形成されている。
【００４９】
　更に、各扉板３８、本実施例では扉板枠４２の非蝶番側の上面には、該扉板枠４２上面
よりも上方に所定寸法突出した突起４５が形成されている。本実施例では、非蝶番側の隅
部に形成されている。各突起４５は、一方の扉板３８が開放されて他方の扉板３８上に重
合した場合（両扉板３８が重合した場合）に、上側となる扉板３８の突起４５は、下側と
なる扉板３８の突起４５に当接する位置に形成されている。
【００５０】
　係る両突起４５を重合させた高さ寸法は、両扉板３８を連結する蝶番３７、特に蝶番の
軸３７Ａによって両扉板３８が重合された際に蝶番３７側の両扉板３８間に形成される高
さ寸法と略同一とされている。そのため、両扉板３８が重合された状態で、係る両突起４
５が当接することで、両扉板３８は、蝶番３７側と非蝶番側との高さ寸法が同一となり、
上側となる扉板３８と下側となる扉板３８は略平行とされる。
【００５１】
　以上の構成により、冷却ユニットＲが運転されると、冷却室２４内にて冷却された冷気
は、ショーケース１の一側に形成された冷気吹出口２７から吐出されて、透明壁４と仕切
板２９との間に形成された冷気ダクト内を吹き上げられて、陳列室３上部に吐出される。
そして、陳列室３内を循環した冷気は、ショーケース１の他側に形成された冷気吸込口２
８より冷却室２４内に吸い込まれる循環を行う。これにより、陳列室３内が所定の冷却温
度に冷却される。
【００５２】
　この際、本実施例では、陳列室３の上面に上面扉３５を備えた上面開口３６が形成され
ているが、当該上面開口３６は、冷気吹出口２７及び冷気吸込口２８の上方に対応する部
分より内側に位置して陳列室３の上面に形成されているので、上面扉３５を開放しても、
冷気吹出口２７及び冷気吸込口２８の上方に対応する位置の上面が開口していないため、
直接冷気が吹き出されて外部に漏出してしまう不都合を回避することができる。これによ
り、冷却効率の低下を抑制することができる。
【００５３】
　また、陳列室３の上面開口３６縁に上面扉３６を設けた状態で、各扉板３８に設けられ
た下パッキン４８は、その下端部が当該上面開口縁の段差部３６Ａ上面に当接するため、
上パッキン４９と下パッキン４８との間に結露が生じても、当該下パッキン４８上に付着
した結露水は上面開口３６縁の段差部３６Ａ上を伝って流すことができる。段差部３６Ａ
上を流れた結露水は、当該段差部３６Ａに形成された排水孔を介して、本体１１側に流下
させ、当該本体１１側に設けられた上記排水経路に流入し処理することができる。これに
より、上パッキン４９と下パッキン４８との間に生じた結露水が陳列室３内に滴下して、
陳列室３内に陳列された商品等を濡らしてしまう不都合を回避することができる。
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【００５４】
　一方、上述したように陳列室３内には、棚３２が略水平に架設されているため、当該棚
３２上に容器入りの飲料等の商品を略水平に陳列することができると共に、陳列室３の底
面を構成する底板１２上にも商品を陳列することができる。
【００５５】
　本実施例では、陳列室３の前面及び後面が開口し、それぞれ前面扉１５や後面扉１６に
て開閉自在に閉塞されているため、各扉１５、１６の開閉によって棚３２上や底板１２上
に商品を納出することができる。そのため、ショーケース１を挟んで前側に位置する顧客
等は、前面扉１５を開放することにより陳列室３内の商品を取り出すことができると共に
、後側に位置する店員等は、後面扉１６を開放することで、陳列室３内への商品の納出作
業を行うことができる。
【００５６】
　この際、当該底板１２は、前方に低く傾斜して構成されているため、陳列室３の前側か
ら商品が取り出された際に、底板１２上に載置された商品は自重により前方に摺動する。
そのため、底板１２上に陳列された商品は、自重によって前出しされ、商品陳列の向上を
図ることができる。これにより、店員等は、商品を陳列室３の前面に沿って並べる前出し
作業を簡素化することができる。
【００５７】
　また、本実施例では、陳列室３の上面を構成する天板９に上面扉３５が設けられている
ため、棚３２上に陳列された商品は、前面扉１５や後面扉１６を開放する以外にも、上面
扉３５を開放することによっても、上面開口３６から納出作業を容易に行うことができる
。
【００５８】
　そのため、ショーケース１が設置された状況によって、前面扉１５や後面扉１６を大き
く開放できない場合でも、上面扉３５を開放することにより、陳列室３内の棚３２上の商
品を支障なく取り出すことが可能となる。
【００５９】
　特に、設置された状態のショーケース１の高さ寸法が、使用者の胸部の高さよりも低い
場合等、上下の高さ寸法が小さい場合には、上面扉３５を開放し、上面開口３６から手を
差し入れて、商品上部を持って（容器入り飲料の場合、上部に形成されたくびれ部分に手
指をかけて）多数の商品を一度に上方から取り出すことが可能となる。
【００６０】
　また、この上面扉３５は、二枚の扉板３８、３８を蝶番３７にて連結された二つ折り式
の上面扉にて構成されており、これを上面開口３６を塞ぐかたちで本体１１に載置するこ
とで設けられているため、簡素な構成にて上面扉３５を設けることができ、コストの低減
を図ることができる。
【００６１】
　この際、上面扉３５は、顧客又は店員等が位置する陳列室３の前方、及び後方に対して
、蝶番３７の軸が前後方向に指向するように載置されているため、顧客又は店員等は、蝶
番３７の軸を中心として左右に回動させて折り畳むことで開放することが可能となる。
【００６２】
　そのため、上面開口３６はそれぞれ一側の扉板３８を回動させて開放することで当該一
側の前後全域を開放することができるため、ショーケース１の前面扉１５側からも後面扉
１６側からも奥側に位置する商品を取り出しやすくなる。即ち、取り出そうとする商品が
載置されている側の扉板３８を開放することで、後面扉１６側からは陳列室３前部にある
商品を、前面扉１５側からは陳列室３後部にある商品を支障なく取り出すことが可能なる
。従って、前後の扉１５、１６を開放することでは、手前側に載置されている商品によっ
て取り出しが困難となる、若しくは、挿入距離が長くなってしまうことで取り出しが困難
となる奥側の商品を支障なく、且つ、一度に多数取り出すことが可能となる。
【００６３】
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　更に、本実施例では、天板９の上面開口３６縁に本体側凹部４４が形成されているため
、扉板３８の側部に手指をかけて蝶番３７の軸を中心として回動させることで上面扉３５
を容易に開放することができる。このとき、開放された側の扉板３８は、図５に示すよう
に他方の扉板３８上方に折り畳まれることとなるが、この際、本実施例の如く各扉板３８
に扉側凹部４３が形成されていない場合、開放時に扉板３８にかけられた手指は、他方の
扉板３８上に重ねられた状態で、これら扉板３８間に挟まれてしまうこととなる。勢いよ
く扉を開閉した際、手指を損傷してしまうおそれがある。
【００６４】
　これに対し、本実施例では、両扉板３８、３８には、開放時に手指がかけられる本体側
凹部４４に対応する位置に扉側凹部４３が形成されており、各扉板３８の扉側凹部４３は
、重合した場合に対向する位置とされているため、かけられた手指は、扉板３８の重合時
に対向するこれら扉側凹部４３、４３内に退避させることができる。従って、開放動作の
際に手指が扉板３８、３８間に挟まれてしまう不都合を解消することができる。
【００６５】
　また、本実施例では、各扉板３８の非蝶番側の上面に突起４５が形成され、両扉板３８
が重合した場合に上側となる扉板３８の突起４５は下側となる扉板３８の突起４５に当接
し、その状態で両扉板３８は略平行となる。扉板３８の非蝶番側の上面に突起４５が形成
されていない場合には、図６に示すように、扉の折りたたみ時に各扉板３８の蝶番３７側
が非蝶番側に比べて蝶番３７の軸３７Ａの高さ分だけ高くなり、開放した方の扉板３８の
裏面が非蝶番側に向けて低く傾斜してしまう。
【００６６】
　これに対し、本実施例では各扉板３８の非蝶番側の上面に突起４５が形成されているた
め、上面扉３５を開いて二つ折りにしたときに、開放した方の裏面が水平となる。これに
より、陳列室３内から取り出した商品等を開放された扉板３８の裏面上に載置しても、商
品が非蝶番側に滑落してしまう不都合を回避することができる。これにより、商品の納出
作業性を向上させることができる。
【００６７】
　また、突起４５が設けられていない部分には、指が入るスペースが形成されることとな
るため、扉３５開閉を容易に行うことができると共に、係るスペースから指を挿入して扉
３５開閉を行うことで、指の挟み込みを防止することができる。
【００６８】
　尚、これ以外にも、何れか一方の扉板３８の非蝶番側の上面に、両扉板３８を重合した
際に蝶番３７側の両扉板３８間に形成される高さ寸法と略同一の高さ寸法の突起を形成す
ることで、扉の折り畳み時に両扉板３８を略平行としてもよいが、上述したように、両扉
板３８に突起４５を備える構成とすることで、各扉板３８を共用することができ、生産コ
ストを低減することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　　Ｒ　　冷却ユニット
　　Ｓ　　隙間
　　１　　ショーケース
　　２　　機械室
　　３　　陳列室
　　４　　透明壁
　　６　　断熱壁
　　７　　下部パネル
　　９　　天板（陳列室の上面）
　１１　　本体
　１２　　底板（陳列室の底面）
　１３　　前面開口
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　１４　　後面開口
　１５　　前面扉（側面扉）
　１６　　後面扉（側面扉）
　１８　　圧縮機
　１９　　凝縮器
　２０　　凝縮器用送風機
　２４　　冷却室
　２５　　冷却用送風機
　２７　　冷気吹出口
　２８　　冷気吸込口
　２９　　仕切板
　３２　　棚
　３５　　上面扉
　３６　　上面開口
　３６Ａ　段差部
　３７　　蝶番
　３８　　扉板
　４１　　透明板
　４２　　扉板枠
　４３　　扉側凹部
　４４　　本体側凹部
　４５　　突起
　４７　　側部
　４８　　下パッキン
　４９　　上パッキン
【図１】 【図２】
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